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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第70期 

第１四半期連結 
累計期間 

第71期 
第１四半期連結 

累計期間 
第70期 

会計期間 
自2017年４月１日 
至2017年６月30日 

自2018年４月１日 
至2018年６月30日 

自2017年４月１日 
至2018年３月31日 

売上収益 （百万円） 101,337 103,399 440,909 

税引前四半期利益又は税引前利

益 
（百万円） 9,599 13,465 37,153 

親会社の所有者に帰属する四半

期（当期）利益 
（百万円） 6,353 8,271 29,134 

親会社の所有者に帰属する四半

期（当期）包括利益 
（百万円） 9,581 5,569 37,621 

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 305,582 330,803 329,776 

資産合計 （百万円） 491,413 548,647 528,726 

基本的１株当たり四半期（当

期）利益 
（円） 61.03 79.43 279.81 

希薄化後１株当たり四半期（当

期）利益 
（円） 60.74 79.04 278.45 

親会社所有者帰属持分比率 （％） 62.2 60.3 62.4 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
（百万円） 8,512 11,761 44,893 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
（百万円） △16,677 △9,969 △47,784 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
（百万円） △1,925 12,049 △11,126 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） 55,503 59,410 49,620 

（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務

諸表に基づいております。 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 当社グループは、当第１四半期連結累計期間よりIFRSを適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計

年度の数値もIFRSに組替えて比較分析を行っております。

 

(1) 経営成績の状況

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、米国における保護主義の強まりや欧州の政治リスク等、政策、政治面で

の先行き不透明感が広がる一方、各地域で内需の牽引力が高まり、景気は総じて堅調に推移しました。欧米では企業

業績の改善や財政政策により設備投資が底堅く推移しました。また、良好な所得環境を背景に、個人消費の回復傾向

が続き、景気は緩やかな成長が続きました。アジアでは、中国と米国の貿易摩擦問題による景気下押しリスクが懸念

されるものの、新興国の所得水準の上昇による個人消費の高まりが寄与し、景気は拡大基調となりました。

 国内においては、企業収益が堅調に推移するとともに、雇用・所得環境の改善が続き、景気は回復基調が持続して

おります。 

 このような状況の中、当社グループは2017年３月期からの５ヵ年を対象とする「中期経営計画2020」に基づき、

「本業で稼ぐ力」と「資本市場での価値」の向上を実現すべく、戦略テーマである①グローバルブランディングの促

進、②海外重点地域への集中、③国内収益基盤の盤石化、④第２の収益の柱の構築、⑤グローバル経営人材の育成・

強化に取り組んでおります。

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上収益では前年同期比2.0％増の1,033億99百万円となりまし

た。利益面では、営業利益は前年同期比44.9％増の128億33百万円、税引前四半期利益は前年同期比40.3％増の134億

65百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前年同期比30.2％増の82億71百万円となりました。
 

     ＜連結業績＞                                        （単位：百万円）

区分

2018年３月期 2019年３月期 対前年同期比

自 2017年４月１日

至 2017年６月30日

自 2018年４月１日

至 2018年６月30日
金額 ％

売上収益 101,337 103,399 ＋2,061 ＋2.0

営業利益 8,856 12,833 ＋3,976 ＋44.9

税引前四半期利益 9,599 13,465 ＋3,865 ＋40.3

親会社の所有者に帰属

する四半期利益
6,353 8,271 ＋1,918 ＋30.2

 
 

     報告セグメント別の業績の概況は、以下のとおりです。

   ①日清食品

 日清食品㈱の販売状況は、カップめん類、袋めん類が売上を伸ばし前年同期比で増収となりました。

 カップめん類では、日清食品60周年を記念した「日清食品60周年記念 カップヌードル」の発売や、あっさりとし

た味わいが特徴の「あっさり少なめカップヌードル」シリーズの発売等により「カップヌードル」ブランドの売上

が大きく増加しました。また「日清のどん兵衛」シリーズや、「日清焼そばU.F.O.」シリーズも新商品の発売効果

もあり好調に推移しました。

 さらに袋めん類では、誕生から60周年を迎えたチキンラーメンブランドにおいて、TVCMのインパクトとアクマ的

うまさがSNSやネットニュースで話題になった「チキンラーメン アクマのキムラー」が売上に貢献したことに加

え、2017年９月に発売した「お椀で食べるシリーズ」が引き続き好調に推移し、売上に貢献しました。

 この結果、報告セグメントにおける日清食品の売上収益は、前年同期比0.6％増の431億42百万円となり、セグメ

ント利益は、前年同期比4.3％増の58億75百万円となりました。
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   ②明星食品 

 明星食品㈱の販売状況は、カップめん類では主力製品である「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズが順調に

推移したことに加え、「明星 旨だし屋」シリーズも伸長し増収となりました。

 また袋めん類では、市場が低迷している中、「明星 中華三昧」ブランドが堅調であり、前年同期比で増収となり

ました。

 この結果、報告セグメントにおける明星食品の売上収益は、前年同期比10.3％増の81億29百万円となり、セグメ

ント利益は、前年同期比19.9％増の７億52百万円となりました。 

 

   ③低温事業 

 日清食品チルド㈱の販売状況は、チルドめんの市況が停滞している中、簡単調理が評価されている「フライパン

ひとつで」シリーズが売上を伸ばし、主力ブランド「太麺焼そば」を中心に焼そば類の売上が回復して前年実績を

上回った結果、前年同期比で増収となりました。しかしながら原材料価格、物流費等が上昇していることにより、

全体として減益となりました。

 日清食品冷凍㈱の販売状況は、市販用の製品を中心に順調に推移しております。「冷凍 日清中華 汁なし担々

麺」など汁なし中華めんが売上を伸ばした他、具付きパスタ類では「日清もちっと生パスタ」「日清Spa王BIG」

「日清Spa王プレミアム」が引き続き好調に推移しており、前年同期比で増収となりました。 

 この結果、報告セグメントにおける低温事業の売上収益は、前年同期比2.3％増の136億54百万円となり、セグメ

ント利益は、前年同期比4.1％増の６億65百万円となりました。

 

   ④米州地域 

 米州地域においては、既存商品の強化に加え、新たな需要の創造に向けた付加価値商品の提案強化、価格競争力

強化に取り組んでおります。

 売上につきましては、ブラジルでの主力品である「Nissin Lamen」が堅調に推移した他、「CUP NOODLES」の新フ

レーバー発売が売上増につながった一方で、為替の影響や米国での厳しい販売環境等による売上単価減の影響があ

り、セグメント全体として減収となりました。利益につきましては、原材料価格、物流費及び人件費の上昇といっ

た米国における外部環境の悪化により、米州セグメントとしては減益となりました。

 この結果、報告セグメントにおける米州地域の売上収益は、前年同期比1.9％減の130億99百万円となり、セグメ

ント損失は３億11百万円となりました。

 

   ⑤中国地域

 中国地域においては、中国大陸での即席めん市場が底を打ち、高価格帯市場が拡大しており、販売エリア拡大と

中国版カップヌードル「合味道」のブランド強化に取り組んでおります。そのような中、売上につきましては「合

味道」ブランドを中心としたカップめん類が好調に推移し、前年同期比で増収となりました。利益につきましては

中国国内における人件費や原材料価格の上昇により、前年同期比で減益となりました。

 この結果、報告セグメントにおける中国地域の売上収益は、前年同期比6.0％増の92億30百万円となり、セグメン

ト利益は、前年同期比37.6％減の４億14百万円となりました。

 

 また、報告セグメントに含まれない事業セグメントである国内の菓子事業、飲料事業等及び欧州地域、アジア地

域を含んだ「その他」の売上収益は前年同期比3.1％増の161億42百万円となり、セグメント利益は、前年同期比

363.1％増の68億69百万円となりました。
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(2) 財政状態の状況

 当第１四半期連結会計期間末の当社グループの資産合計は、前連結会計年度末に比べ199億21百万円増加し、

5,486億47百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び資本の状況は次のとおりでありま

す。

 資産の増加につきましては、主に営業債権及びその他の債権が44億13百万円減少した一方、有形固定資産が152億

43百万円、現金及び現金同等物が97億89百万円増加したことによるものであります。

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ192億47百万円増加し、1,948億45百万円となりました。これは主

にその他の流動負債が32億20百万円減少した一方、流動負債の借入金が160億31百万円、営業債務及びその他の債務

が51億52百万円増加したことによるものであります。

 資本は、前連結会計年度末に比べ６億73百万円増加し、3,538億２百万円となりました。これは主に利益剰余金が

478億60百万円減少した一方、自己株式の消却により資本のマイナス項目である自己株式が511億97百万円増加した

ことによるものであります。

 この結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の62.4％から60.3％となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前第１四半期連結累計期間

における112億33百万円の減少から、97億89百万円の増加となりました。当第１四半期連結累計期間における各キャ

ッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（単位：百万円） 

区分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増減額自 2017年４月１日

至 2017年６月30日

自 2018年４月１日

至 2018年６月30日

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,512 11,761 ＋3,248 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,677 △9,969 ＋6,708 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,925 12,049 ＋13,974 

 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,142 △4,050 △2,908

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,233 9,789 ＋21,023

 現金及び現金同等物の期首残高 66,737 49,620 △17,116

 現金及び現金同等物の四半期末残高 55,503 59,410 ＋3,907

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動による資金の増加は117億61百万円（前年同期比32億48百万円の資金の増加）となりました。これは主に

有形固定資産売却損益が52億95百万円減少したものの、税引前四半期利益が38億65百万円、営業債務及びその他の債

務の増減額が36億36百万円増加したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は99億69百万円（前年同期比67億８百万円の資金の増加）となりました。これは主に定

期預金の預入による支出の増加により資金が30億54百万円減少したものの、有形固定資産の売却による収入が増加し

たことにより資金が89億88百万円増加したことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は120億49百万円（前年同期比139億74百万円の資金の増加）となりました。これは主に

短期借入金の純増減額が139億25百万円増加したことによるものです。

 

(4) 経営方針・経営戦略等

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(6) 研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、19億67百万円であります。

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(7) 主要な設備 

 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第１四半期連結累計期間に完

了したものは次のとおりであります。

 

会社名

事業所

（所在地）

セグメントの

名称
設備の内容 完了年月

売却

日清食品アセットマネジメント㈱

吉祥寺明星ビル

（東京都武蔵野市）

その他 土地、建物等 2018年４月

 

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は以下のとおりであります。

 

（香港・マカオでの野菜飲料販売事業の合弁契約）

 当社の子会社である日清食品有限公司とカゴメ株式会社は、2018年４月23日、香港・マカオにおける野菜飲料販売

事業の合弁会社設立に関する契約を締結いたしました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年６月30日）

提出日現在 
発行数（株）

（2018年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 105,700,000 105,700,000
 東京証券取引所

 市場第一部

権利内容になんら制限

のない標準となる株式

であり、単元株式数は

100株であります。

計 105,700,000 105,700,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

１．第36回新株予約権（第36回株式報酬型ストック・オプション） 

決議年月日 2018年６月６日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 3名

新株予約権の数（個）※ 336

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注1）※
当社普通株式 33,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自 2018年６月28日  至 2058年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格    7,248

資本組入額   (注2)

新株予約権の行使の条件 (注3) 

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
(注4) 

 ※ 新株予約権証券の発行時（2018年６月６日）における内容を記載しております。

(注)１． 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合

を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定

した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の

新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

           調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
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     調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日

以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会に

おいて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割

のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日

に遡及してこれを適用する。 

          上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、合理的な範囲で調整する。 

      また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事

項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに

通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。 

  ２．①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

     い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

     げる。

    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

          限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  ３．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

    ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できる

    ものとする。

   ②新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、

(a）当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から１年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業

と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとす

る。

(b）上記（a）に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予

約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価額を乗じた金額の返還を求めることができる。

     ③１個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

④新株予約権者が(i)重大な法令に違反した場合、(ii)当社又は子会社の定款に違反した場合又は取締役を

(iii)解任又は解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に上記(i)又は(ii)に該当

する事実が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は当該新株予約権者に対し、今回

付与した新株予約権の数に行使価額を乗じた金額の返還を求めることができる。

      ⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予

        約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

    ⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者（以下「権利承

     継者」という。）を当該新株予約権者の相続人のうちの１人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予

    約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者

    が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。 

 ４．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これら 

    を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点にお 

    いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号 

    イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交 

    付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付す 

    るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合 

    併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

    ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

        残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。 

        ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

        再編対象会社の普通株式とする。 

        ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

        組織再編行為の条件等を勘案の上、(注１)に準じて決定する。 

        ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

         交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し 

          た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗 

          じて得られる金額とする。 

        ⑤新株予約権を行使することができる期間 

         交付される新株予約権を行使することができる期間は、「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と 

     組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までと 
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          する。 

        ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

        (注２)に準じて決定する。 

        ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

         譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

        ⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件 

         新株予約権の取得事由及び行使の条件は、「新株予約権の取得事由」及び「新株予約権の行使の条件」の定 

          めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。 

 

２．第37回新株予約権（第37回株式報酬型ストック・オプション） 

決議年月日 2018年６月６日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の執行役員 16名

新株予約権の数（個）※ 10,007

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
当社普通株式 10,007

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自 2018年６月28日  至 2058年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格    8,099

資本組入額   (注2)

新株予約権の行使の条件 (注3) 

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注4) 

 ※ 新株予約権証券の発行時（2018年６月６日）における内容を記載しております。

(注)１及び２については、「１．第36回新株予約権（第36回株式報酬型ストック・オプション）」の(注)１．２に同じ。

３．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

  ①新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降

   10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

  ②新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、

(a）当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から１年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業

と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとす

る。

(b）上記（a）に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予

約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価額を乗じた金額の返還を求めることができる。

  ③１個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 

④新株予約権者が(i)重大な法令に違反した場合、(ii)当社又は子会社の定款に違反した場合又は(iii)解任若

しくは解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に上記(i)又は(ii)に該当する事実

が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は当該新株予約権者に対し、今回付与した

新株予約権の数に行使価額を乗じた金額の返還を求めることができる。

      ⑤新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予

        約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

     ⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者（以下「権利承

    継者」という。）を当該新株予約権者の相続人のうちの１人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予

    約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継

    者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。 

４．「１．第36回新株予約権（第36回株式報酬型ストック・オプション）」の（注）４に同じ。 
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３．第38回新株予約権（第38回株式報酬型ストック・オプション） 

決議年月日 2018年６月６日

付与対象者の区分及び人数（名） 子会社の取締役 17名

新株予約権の数（個）※ 9,377

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
当社普通株式  9,377

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自 2018年６月28日  至 2058年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格    8,099

資本組入額   (注2)

新株予約権の行使の条件 (注3) 

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の

取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注4) 

 ※ 新株予約権証券の発行時（2018年６月６日）における内容を記載しております。

 (注)いずれも「２．第37回新株予約権（第37回株式報酬型ストック・オプション）」の注釈に記載の内容に同じ。 

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数
（株）

発行済株式 
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額

（百万円）

資本準備金 
残高 

（百万円）

 2018年５月24日

（注）
△11,763,685 105,700,000 － 25,122 － 48,370

 （注） 自己株式の消却による減少であります。

 

（５）【大株主の状況】

   当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

2018年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   13,329,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  104,003,700 1,040,037 －

単元未満株式 普通株式      130,785 － －

発行済株式総数          117,463,685 － －

総株主の議決権 － 1,040,037 －

 （注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。

 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

２ 2018年５月24日に自己株式11,763,685株の消却を行ったことにより、当第１四半期連結会計期間末の発行済

株式総数は、105,700,000株となっております。

 

②【自己株式等】

2018年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日清食品ホールディングス

株式会社

大阪市淀川区西中島

４－１－１
13,329,200 ― 13,329,200 11.35

計 － 13,329,200 ― 13,329,200 11.35

 （注） 2018年５月24日に自己株式11,763,685株の消却を行ったこと等により、当第１四半期会計期間末現在の自己名

義所有株式数は1,563,845株となっており、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.48％であります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（IAS第34号）に準拠して作成しており

ます。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を 

  適正に作成することができる体制の整備について 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、 

(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備す 

  るため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、会計基準設定主体等の行う研修への参加等を行っております。 

(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把 

  握を行っております。またIFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方 

  針を作成し、それに基づいた会計処理を行っております。 
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：百万円） 

  注記 
移行日 

（2017年４月１日） 
 

前連結会計年度 
（2018年３月31日） 

 
当第１四半期 
連結会計期間 

（2018年６月30日） 

資産            

流動資産            

現金及び現金同等物   66,737   49,620   59,410 

営業債権及びその他の債権   67,101   72,538   68,124 

棚卸資産   29,023   29,616   32,330 

未収法人所得税   244   1,567   1,592 

その他の金融資産 10 4,455   6,569   5,821 

その他の流動資産   4,006   5,626   7,633 

小計   171,569   165,539   174,912 

売却目的で保有する非流動資産 6 －   3,514   － 

流動資産合計   171,569   169,054   174,912 

非流動資産            

有形固定資産   163,256   188,219   203,462 

のれん及び無形資産   10,128   8,256   7,614 

投資不動産   10,940   7,225   7,214 

持分法で会計処理されている投資   29,373   43,957   42,511 

その他の金融資産 10 92,671   97,998   98,058 

繰延税金資産   10,177   12,050   12,943 

その他の非流動資産   3,032   1,964   1,930 

非流動資産合計   319,580   359,672   373,734 

資産合計   491,149   528,726   548,647 
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（単位：百万円）

  注記 
移行日 

（2017年４月１日） 
 

前連結会計年度 
（2018年３月31日） 

 
当第１四半期 
連結会計期間 

（2018年６月30日） 

負債及び資本            

負債            

流動負債            

営業債務及びその他の債務   91,845   101,762   106,914 

借入金 10 20,946   6,701   22,732 

引当金   －   1,188   1,185 

未払法人所得税   6,978   5,214   6,369 

その他の金融負債 10 456   541   473 

その他の流動負債   18,623   19,213   15,993 

小計   138,850   134,622   153,668 

売却目的で保有する非流動資産に直接関
連する負債 

6 －   143   － 

流動負債合計   138,850   134,766   153,668 

非流動負債            

借入金 10 15,611   14,146   14,873 

その他の金融負債 10 3,307   2,841   2,771 

退職給付に係る負債   5,354   4,138   4,174 

引当金   328   270   256 

繰延税金負債   14,229   16,989   16,671 

その他の非流動負債   2,294   2,445   2,430 

非流動負債合計   41,125   40,831   41,176 

負債合計   179,976   175,597   194,845 

資本            

資本金   25,122   25,122   25,122 

資本剰余金   49,823   51,218   51,218 

自己株式   △58,190   △58,002   △6,805 

その他の資本の構成要素   25,684   31,353   29,044 

利益剰余金   257,942   280,083   232,223 

親会社の所有者に帰属する持分合計   300,382   329,776   330,803 

非支配持分   10,790   23,352   22,998 

資本合計   311,173   353,128   353,802 

負債及び資本合計   491,149   528,726   548,647 
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（２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 
 

  注記 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

売上収益 5,8 101,337 103,399

売上原価   64,987 67,039

売上総利益   36,349 36,359

       

販売費及び一般管理費   28,748 29,520

持分法による投資利益   740 822

その他の収益 6 708 5,366

その他の費用   193 194

営業利益 5 8,856 12,833

       

金融収益   854 918

金融費用   110 286

税引前四半期利益   9,599 13,465

法人所得税費用   3,172 5,103

四半期利益   6,427 8,362

       

四半期利益の帰属      

親会社の所有者   6,353 8,271

非支配持分   73 90

四半期利益   6,427 8,362

       

１株当たり四半期利益      

基本的１株当たり四半期利益（円） 9 61.03 79.43

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 9 60.74 79.04
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 
 

   
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

四半期利益   6,427 8,362

       

その他の包括利益      

純損益に振り替えられることのない項目      

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する資本性金融資産   3,129 △139

確定給付制度の再測定   － △14

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分 

  62 △20

純損益に振り替えられることのない項目合計   3,192 △174

       

純損益に振り替えられる可能性のある項目      

その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する負債性金融資産 

  0 △0

キャッシュ・フロー・ヘッジ   2 44

在外営業活動体の換算差額   △223 △1,374

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分 

  247 △1,055

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計   27 △2,386

税引後その他の包括利益   3,220 △2,560

四半期包括利益   9,647 5,801

       

四半期包括利益の帰属      

親会社の所有者   9,581 5,569

非支配持分   66 231

四半期包括利益   9,647 5,801
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

（単位：百万円） 
 
    親会社の所有者に帰属する持分 

 

注記 資本金 資本剰余金 自己株式 

その他の資本の構成要素 

  新株予約権 
在外営業活
動体の換算

差額 

キャッシ
ュ・フロ

ー・ヘッジ 

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産 

2017年４月１日 残高   25,122 49,823 △58,190 1,626 － △7 22,531

四半期利益   － － － － － － －

その他の包括利益   － － － － △209 2 3,124

四半期包括利益合計   － － － － △209 2 3,124

                 

自己株式の取得   － － △0 － － － －

自己株式の処分   － △3 41 △37 － － －

配当金 7 － － － － － － －

株式に基づく報酬取引   － － － 364 － － －

支配喪失を伴わない子会
社に対する所有者持分の
変動 

  － △5 － － － － －

利益剰余金から資本剰余
金への振替   － 3 － － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替   － － － － － － △108

その他の増減   － － － － － － －

所有者との取引額合計   － △5 40 326 － － △108

2017年６月30日 残高   25,122 49,818 △58,149 1,952 △209 △4 25,546

 

    親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 合計 

 

注記 

その他の資本の構成要素 

利益剰余金 合計 
 

持分法適用
会社におけ
るその他の
包括利益に
対する持分 

合計 

2017年４月１日 残高   1,533 25,684 257,942 300,382 10,790 311,173

四半期利益   － － 6,353 6,353 73 6,427

その他の包括利益   310 3,227 － 3,227 △7 3,220

四半期包括利益合計   310 3,227 6,353 9,581 66 9,647

               
自己株式の取得   － － － △0 － △0

自己株式の処分   － △37 － 0 － 0

配当金 7 － － △4,684 △4,684 △143 △4,827

株式に基づく報酬取引   － 364 － 364 － 364

支配喪失を伴わない子会
社に対する所有者持分の
変動 

  － － － △5 1,075 1,069

利益剰余金から資本剰余
金への振替 

  － － △3 － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 

  － △108 108 － － －

その他の増減   － － △55 △55 △167 △222

所有者との取引額合計   － 217 △4,634 △4,381 764 △3,617

2017年６月30日 残高   1,844 29,129 259,661 305,582 11,621 317,203
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当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

（単位：百万円）
 
    親会社の所有者に帰属する持分 

 

注記 資本金 資本剰余金 自己株式 

その他の資本の構成要素 

  新株予約権 
在外営業活
動体の換算

差額 

キャッシ
ュ・フロ

ー・ヘッジ 

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産 

2018年４月１日 残高   25,122 51,218 △58,002 1,819 △2,922 △41 30,039

四半期利益   － － － － － － －

その他の包括利益   － － － － △1,531 44 △139

四半期包括利益合計   － － － － △1,531 44 △139

                 
自己株式の取得   － － △2 － － － －

自己株式の処分   － △1 8 △6 － － －

自己株式の消却   － － 51,190 － － － －

配当金 7 － － － － － － －

株式に基づく報酬取引   － － － 400 － － －

利益剰余金から資本剰余
金への振替 

  － 1 － － － － －

その他の増減   － － － － － － －

所有者との取引額合計   － － 51,197 393 － － －

2018年６月30日 残高   25,122 51,218 △6,805 2,213 △4,453 3 29,900

 

    親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 合計 

 

注記 

その他の資本の構成要素 

利益剰余金 合計 
 

持分法適用
会社におけ
るその他の
包括利益に
対する持分 

合計 

2018年４月１日 残高   2,458 31,353 280,083 329,776 23,352 353,128

四半期利益   － － 8,271 8,271 90 8,362

その他の包括利益   △1,076 △2,702 － △2,702 141 △2,560

四半期包括利益合計   △1,076 △2,702 8,271 5,569 231 5,801

               

自己株式の取得   － － － △2 － △2

自己株式の処分   － △6 － 0 － 0

自己株式の消却   － － △51,190 － － －

配当金 7 － － △4,686 △4,686 △626 △5,312

株式に基づく報酬取引   － 400 － 400 － 400

利益剰余金から資本剰余
金への振替 

  － － △1 － － －

その他の増減   － － △253 △253 40 △213

所有者との取引額合計   － 393 △56,132 △4,541 △585 △5,127

2018年６月30日 残高   1,381 29,044 232,223 330,803 22,998 353,802

 

- 17 -



（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 
 

   
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期利益   9,599 13,465

減価償却費   4,128 4,524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）   57 38

金融収益及び金融費用   △1,013 △296

持分法による投資損益（△は益）   △740 △822

固定資産売却損益（△は益）   99 △5,195

棚卸資産の増減額（△は増加）   △1,759 △2,819

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）   6,528 4,495

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）   △24 3,612

その他   △946 △473

小計   15,928 16,529

利息及び配当金の受取額   1,413 2,087

利息の支払額   △83 △84

法人所得税の支払額   △8,746 △6,771

営業活動によるキャッシュ・フロー   8,512 11,761

投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出   △2,523 △5,577

定期預金の払戻による収入   3,852 6,559

有形固定資産の取得による支出   △17,834 △19,160

有形固定資産の売却による収入   8 8,996

無形資産の取得による支出   △92 △207

投資の取得による支出   △519 △605

投資の売却、償還による収入   442 23

その他   △12 2

投資活動によるキャッシュ・フロー   △16,677 △9,969

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額   2,270 16,195

長期借入れによる収入   363 1,400

長期借入金の返済による支出   △683 △692

自己株式の取得による支出   △0 △2

配当金の支払額   △4,684 △4,686

非支配株主への配当金の支払額   △143 △30

非支配株主からの払込みによる収入   1,065 －

その他   △113 △134

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,925 12,049

現金及び現金同等物に係る換算差額   △1,142 △4,050 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △11,233 9,789

現金及び現金同等物の期首残高   66,737 49,620

現金及び現金同等物の四半期末残高   55,503 59,410
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業 

 日清食品ホールディングス株式会社（以下、当社）は日本に所在する株式会社です。当社の登記されている本

社及び主要な事業所の住所は、当社のウェブサイト（https://www.nissin.com/jp/）で開示しております。当社

の要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社（以下、当社グループ）、並びに当社の関連会社に対する持分に

より構成されております。

 当社グループの事業内容及び主要な活動は、「５．事業セグメント」に記載しております。

 

２．作成の基礎 

(1）IFRSに準拠している旨に関する事項

 当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことか

ら、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。

 当社グループは、2019年３月31日に終了する連結会計年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日

（以下、移行日）は2017年４月１日となります。移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が当社グループ

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、「13．初度適用」に記載しておりま

す。

 なお、本要約四半期連結財務諸表は、2018年８月７日に取締役会によって承認されております。 

 

(2）測定の基礎

 当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎

として作成しております。

 

(3）機能通貨及び表示通貨 

 当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百

万円としております。また、百万円未満の端数は切捨てて表示しております。

 

３．重要な会計方針 

(1）連結の基礎 

 この連結財務諸表は、当社及び子会社の財務諸表並びに関連会社の持分相当額を含んでおります。 

① 子会社 

 子会社とは、当社グループが支配している企業をいいます。当社グループが投資先への関与からの変動し

うるリターンに対するエクスポージャーに晒されているか、又は当該リターンに対する権利を有する場合

で、かつ当該投資先に対するパワーを通じて当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、その企

業を支配していると判断しております。

 子会社については、当社グループが支配を獲得した日を取得日とし、その日より当社グループが支配を喪

失する日まで連結しております。 

 子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会

社の財務諸表の調整を行っております。 

 子会社の一部については、子会社の所在する現地法制度上、当社と異なる決算日が要請されていることに

より、決算日を統一することが実務上不可能であるため、当社グループの決算日と異なる日を決算日として

います。子会社の決算日が当社の決算日と異なる場合には、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく子会

社の財務数値を用いております。 

 当社グループ間の重要な内部取引及び債権債務残高、並びに当社グループ間の取引から発生した未実現損

益は、相殺消去して連結財務諸表を作成しております。 

 子会社の包括利益については、非支配持分が負の残高となる場合であっても、親会社の所有者と非支配持

分に帰属させております。 

 子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しております。非支配

持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識されてお

ります。 

 支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。
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② 関連会社 

 関連会社とは、当社グループが重要な影響力を有している企業をいいます。

 関連会社については、当社グループが重要な影響力を有することとなった日から重要な影響力を喪失する

日まで、持分法によって処理しております。 

 関連会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該関

連会社の財務諸表の調整を行っております。また、関連会社の所在地もしくは発行する株式を上場する現地

の法制度上、または他の株主との関係等により、当該関連会社の財務情報の入手可能となる時期に制約があ

るため、報告期間の末日を統一することが実務上不可能であるため、当社グループの決算日と異なる日を決

算日としております。

 

(2）企業結合 

 企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、

引き受けた負債及び当社が発行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。被取得企

業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しております。

・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債は、それぞれIAS第12号「法人所得税」及

びIAS第19号「従業員給付」に従って認識及び測定しております。 

・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って取得日に売却目的保有に分類され

取得した非流動資産又は処分グループは、当該基準書に従って測定しております。 

・被取得企業の株式に基づく報酬取引に係る負債もしくは資本性金融商品、又は被取得企業の株式に基づく

報酬取引の当社の株式に基づく報酬取引への置換えに係る負債もしくは資本性金融商品は、IFRS第２号

「株式に基づく報酬」（以下、IFRS第２号）に従って測定しております。 

 取得対価、非支配持分及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計額が識別

可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上し、下回る

場合には、連結損益計算書において利得として計上しております。 

 企業結合が生じた報告期間末までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、会計処理が完了

していない項目は暫定的な金額で測定しております。取得日から１年以内の測定期間に入手した新しい情報

が、取得日時点で認識した金額の測定に影響を及ぼすものである場合には、取得日時点で認識した暫定的な金

額を遡及修正しております。 

 取得関連コストは、発生時に費用として認識しております。なお、非支配持分の追加取得については、資本

取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認識しておりません。 

 

(3）外貨換算 

 外貨建取引は、取引日における直物為替相場又はそれに近似するレートにより機能通貨に換算しておりま

す。外貨建の貨幣性資産又は負債は、期末日の直物為替相場により機能通貨に換算しております。当該換算及

び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する金融資産（以下、FVTOCI）及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その

他の包括利益として認識しております。 

 在外営業活動体の資産及び負債（取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含む）は期末日の直物為

替相場により、収益及び費用は、会計期間中の為替レートが著しく変動していない限り、その期間の平均為替

レートにより、それぞれ円貨に換算しており、その換算差額はその他の包括利益として認識しております。在

外営業活動体が処分された場合には、当該営業活動体に関連する累積換算差額を処分した期の純損益に振り替

えております。 

 

(4）金融商品 

① デリバティブを除く金融資産 

（ⅰ）分類 

 当社グループは、デリバティブ以外の金融資産を、償却原価で測定される金融資産、FVTOCI、又は純損

益を通じて公正価値で測定される金融資産（以下、FVTPL）に分類しております。 

 

(A) 償却原価で測定される金融資産 

 負債性金融商品に対する投資のうち、契約上のキャッシュ・フローが元本及び利息の支払のみであり、

その契約上のキャッシュ・フローを回収することを事業目的としているものについては、償却原価で測定

しております。 
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(B) その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品 

 金融資産は、以下の要件を満たす場合にFVTOCIで測定される負債性金融商品に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに基づいて保

有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが

所定の日に生じている。

 

(C) その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品 

 償却原価で測定される金融資産、又はFVTOCIで測定される負債性金融商品以外の金融資産のうち、当初

認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をした資本性金融商

品については、FVTOCIで測定される金融資産に分類しております。

 なお、当社グループは、IFRS第１号「国際財務報告基準の初度適用」（以下、IFRS第１号）の免除規定

を採用し、IFRS移行日時点で存在する事実及び状況に基づき、資本性金融商品に対する投資を、その他の

包括利益を通じて公正価値で測定するものと指定しております。

 

(D) 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 

 償却原価で測定される金融資産又はFVTOCIで測定される金融資産以外の金融資産は、FVTPLの金融資産

に分類しております。FVTPLの金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、取引コストは発生時に純損

益で認識しております。 

 

（ⅱ）当初認識及び測定 

 当社グループが当該金融商品の契約条項の当事者になった時点で金融資産を認識します。 

 

（ⅲ）事後測定 

 金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。 

 

(A) 償却原価で測定される金融資産 

 償却原価で測定される金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しており、利息発生額は

連結損益計算書の金融費用に含めております。 

 

(B) その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 

（a）その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品 

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品に係る公正価値の変動額は、減損利

得又は減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包括利益

として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、過去に認識したその他の包括利

益は純損益に振り替えております。 

 

（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品 

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品に係る公正価値の変動額は、その他

の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、又は公正価値が著し

く下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えております。なお、当

該金融資産からの配当金については純損益として認識しております。 

 

(C) 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 

 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動

額は純損益として認識しております。 

 

（ⅳ）認識の中止 

 金融資産は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、譲渡されたか、又は実質的に所

有に伴うすべてのリスクと経済価値が移転した場合に認識を中止しております。 

 金融資産の通常の方法による売却は、取引日時点で、認識の中止を行います。 
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（ⅴ）金融資産の減損 

 当社グループは償却原価で測定される金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認識すること

としております。

 

（信用リスクの著しい増大の判定） 

 当社グループは、各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかど

うかを評価しております。

 なお、信用リスクが著しく増加しているかどうかは、当初認識以降の債務不履行の発生リスクの変化に

基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変化があるかどうかの評価にあたっては、以下を考慮

しております。

・取引先相手の財務状況の悪化

・期日経過の情報

・外部信用格付の著しい変化

 

（予想信用損失アプローチ） 

 予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・フローと、当社グ

ループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値であります。金融資産に係る信

用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想

信用損失に等しい金額で測定し、著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で

測定しております。

 なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、貸倒引当金を全期間の

予想信用損失に等しい金額で測定しております。

 金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。

 

② デリバティブを除く金融負債 

 金融負債は、その当初認識時に損益を通じて公正価値で測定する金融負債または償却原価で測定する金融

負債に分類しております。当社グループでは、償却原価で測定する金融負債については、発行日に当初認識

しており、それ以外の金融負債については、契約当事者となった取引日に当初認識しております。 

 金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消しまたは失効とな

った時に認識を中止しております。

 

（ⅰ）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 

 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、当初認識時に公正価値により測定しております。ま

た、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動を純損益として認識しております。 

 

（ⅱ）償却原価で測定する金融負債 

 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債以外の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類し

ております。償却原価で測定する金融負債は、当初認識時に公正価値からその発行に直接起因する取引コ

ストを減額して測定しております。また、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しており、利

息発生額は連結損益計算書の金融費用に含めております。 
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③ デリバティブ及びヘッジ会計 

 デリバティブは、デリバティブ契約を締結した日の公正価値で当初認識され、当初認識後は各期末日の公

正価値で再測定しております。 

 当社グループにおいて、為替変動リスク、金利変動リスク等を軽減するため、為替予約、金利スワップの

各デリバティブ取引を実施しております。 

 再測定の結果生じる利得または損失の認識方法は、デリバティブがヘッジ手段として指定されているかど

うか、また、ヘッジ手段として指定された場合にはヘッジ対象の性質によって決まります。 

 当社グループは、デリバティブについてキャッシュ・フロー・ヘッジ（認識されている資産または負債、

もしくは可能性の非常に高い予定取引に関連する特定のリスクによるキャッシュ・フローの変動のエクスポ

ージャーに対するヘッジ）のヘッジ手段としての指定を行っております。 

 当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ手段とヘッジ対象との関係、並

びにヘッジ取引の実施についてのリスク管理目的及び戦略について文書化をしております。また、ヘッジ取

引に利用したデリバティブがヘッジ対象の公正価値、又はキャッシュ・フローの変動を相殺するに際し、ヘ

ッジ有効性の要求をすべて満たしているかどうかについても、ヘッジ開始時に及び継続的に評価し文書化し

ております。なお、ヘッジ有効性の継続的な評価は、各期末日又はヘッジ有効性の要求に影響を与える状況

の重大な変化があった時のいずれか早い方において行っております。 

 

 ヘッジ会計に関する厳格な要件を満たすヘッジは、以下のように会計処理しております。 

（ⅰ）公正価値ヘッジ 

 ヘッジ手段に係る利得又は損失は、純損益として認識しております。ヘッジ対象に係るヘッジ利得又は

損失については、ヘッジ対象の帳簿価額を調整し、純損益として認識しております。

（ⅱ）キャッシュ・フロー・ヘッジ 

 ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ちに

純損益として認識しております。

 その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与え

る時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるもの

である場合に、その他の包括利益として認識されている金額は、非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿

価額の修正として処理しております。

 ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を

通じて資本として認識していた累積損益を純損益に振り替えております。ヘッジされた将来キャッシュ・

フローの発生がまだ見込まれる場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識されていた金額

は、当該将来キャッシュ・フローが発生するまで引き続き資本に計上しております。

 

④ 金融資産及び金融負債の相殺

 金融資産と金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利が現時点で存在し、かつ純額ベー

スで決済するか又は資産を実現すると同時に負債を決済する意図が存在する場合にのみ相殺し、連結財政状

態計算書において純額で表示しております。
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⑤ 金融商品の公正価値 

 各報告日現在で活発な市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場における公表価格又はデ

ィーラー価格を参照しております。活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を使用

して算定しております。

 公正価値の測定に用いた評価技法へのインプットの観察可能性に応じて算定した公正価値を以下の３つの

レベルに分類しております。 

レベル１・・・同一の資産又は負債に関する活発な市場における公表市場価格により測定した公正価値

レベル２・・・レベル1以外の資産または負債について、直接又は間接的に観察可能なインプットにより

測定した公正価値

レベル３・・・資産又は負債についての観察可能な市場データに基づかないインプットにより測定した公

正価値

 

⑥ 金融収益及び金融費用

 金融収益は、受取利息、受取配当金及びデリバティブ利益(その他の包括利益として認識されるヘッジ手

段に係る利益を除く)等から構成されております。受取利息は、実効金利法を用いて発生時に認識しており

ます。

 金融費用は、支払利息及びデリバティブ損失(その他の包括利益として認識されるヘッジ手段に係る損失

を除く)等から構成されております。

 

(5）現金及び現金同等物 

 現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資等からなってお

ります。 

 

(6）棚卸資産 

 棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに要したすべて

の費用を含んでおります。棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定し、原価の算

定にあたっては、主として総平均法を使用しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程におけ

る予想売価から、完成に要する見積原価及び販売に要する見積コストを控除して算定しております。 

 

(7）有形固定資産 

 有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控

除した価額で表示しております。

 取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状回復費用、並びに資産計上の要件を満

たす借入コストを含めております。 

 土地等の償却を行わない資産を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却を行っ

ております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりであります。 

・建物及び構築物    15～50年 

・機械装置         10年 

・工具、器具及び備品  ２～22年 

 なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各期末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積り

の変更として将来に向かって調整しています。 

 有形固定資産の認識の中止から生じる損益は、その処分（売却）による正味収入と帳簿価額の差額を純損益

として認識しております。 

 

(8）投資不動産

 投資不動産は、賃貸収入又は資本増価、もしくはその両方を目的として保有する不動産であります。 

 投資不動産の測定においては、有形固定資産に準じて原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及

び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。 

 土地以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたって、定額法により算定しております。 
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(9）のれん及び無形資産 

① のれん 

 のれんは償却を行わず、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上しております。 

 また、のれんは事業を行う地域及び事業の種類に基づいて識別された資産、資金生成単位又は資金生成単

位グループに配分し、毎年又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。 

 のれんの減損損失は純損益として認識されますが、戻入は行っておりません。 

 

② 無形資産 

 無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した

価額で表示しております。

 個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合において取得した無形

資産は、取得時点の公正価値で測定しております。

 耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却しております。

 主な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。 

・ソフトウェア  ５年

・商標権   10～20年

 なお、見積耐用年数及び償却方法等は、各期末に見直しを行い、変更が必要な場合は、会計上の見積りの

変更として将来に向かって調整しています。

 耐用年数を確定できない無形資産については、償却を行わず、毎年又は減損の兆候が存在する場合にはそ

の都度、減損テストを実施しております。

 新しい科学的又は技術的知識の獲得のために行われる研究活動に対する支出は、発生時に費用計上してお

ります。開発活動による支出については、信頼性をもって測定可能であり、技術的かつ商業的に実現可能で

あり、将来的に経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、当該資産を使用又は

販売する意図及びそのための十分な資質を有している場合にのみ、無形資産として資産計上しております。

 

(10）リース 

 リースの対象とする契約のうち、所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて当社グループに移転する場

合には、ファイナンス・リースに分類し、それ以外の場合にはオペレーティング・リースとして分類しており

ます。 

① ファイナンス・リース 

（借手側） 

 ファイナンス・リース取引において、リース資産は、リース開始日に算定したリース物件の公正価値と最

低リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で計上しております。リース料は、利息法に基づき金融費用

とリース債務の返済額に配分しております。金融費用は純損益として認識しております。リース資産は、見

積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却を行っております。 

 

② オペレーティング・リース 

（借手側） 

 オペレーティング・リース取引のリース期間における支払リース料総額は、当該リース期間にわたって定

額法により費用として認識しております。 

（貸手側） 

 オペレーティング・リース取引のリース期間における受取リース料総額は、当該リース期間にわたって定

額法により収益として認識しております。 
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(11）非金融資産の減損 

 当社グループは期末日ごとに、各資産又は資産が属する資金生成単位（又はそのグループ）の減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。のれ

ん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能でない無形資産については、回収可能価額を毎期同じ時期

に見積っております。 

 資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のうちいずれか高い方の

金額としております。 

 使用価値の算定における見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価及び当該

資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率を使用して、現在価値まで割引いております。売却コスト控除

後の公正価値の算定にあたっては、利用可能な公正価値指標に裏付けられた適切な評価モデルを使用しており

ます。

 資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損を認識し、回収可

能価額まで減損損失を計上しております。 

 のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について、その回収可能価額の算定に使用した

想定事項に変更が生じた場合等、損失の減少又は消滅の可能性を示す兆候が存在しているかどうかについて評

価を行っております。そのような兆候が存在する場合は、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額の見積り

を行い、その回収可能価額が、資産又は資金生成単位の帳簿価額を超える場合、算定した回収可能価額と過年

度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として、減

損損失を戻し入れております。 

 

(12）売却目的で保有する非流動資産 

 継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる資産又は資産グループのうち、１年以内に売却する可

能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却を確約している場合に

は、売却目的で保有する非流動資産又は処分グループとして分類しております。非流動資産は減価償却又は償

却は行わず、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のうち、いずれか低い金額で測定しております。 

 

(13）従業員給付 

① 退職後給付 

 当社グループは、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を

設けております。また、当社及び一部の連結子会社は、確定給付制度の他、確定拠出年金制度を設けており

ます。 

 確定給付型制度においては、各連結決算日に実施する年金数理計算で予想単位積増方式を使用して当期勤

務費用を算定し、勤務費用及び純利息費用は発生した期に純損益として認識しております。 

 割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末

日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。

 当期に発生したすべての数理計算上の差異は、その他の包括利益として認識し、その累計額はその他の資

本の構成要素として認識後、直ちに利益剰余金に振り替えています。

 退職後給付に係る負債(純額)は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除したもの

です。

 確定拠出型制度においては、従業員が受給権を得る役務を提供した時点で当社グループの拠出額を費用と

して認識しています。 

 

② その他の従業員給付 

 短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として

認識しております。 

 賞与については、それらの支払を行う現在の法的債務もしくは推定的債務を有しており、信頼性のある見

積りが可能な場合に、支払われると見積られる額を負債として認識しております。 

 有給休暇債務は、累積型有給休暇制度に係る法的債務又は推定的債務を有し、信頼性のある見積もりが可

能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。 
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(14）株式に基づく報酬 

 当社グループは、持分決済型の株式に基づく報酬制度として、ストック・オプション制度を採用しておりま

す。ストック・オプションの付与日における公正価値は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたり費用

として認識し、同額を資本の構成要素の増加として認識しています。付与されたオプションの公正価値は、オ

プションの諸条件を考慮し、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定しております。 

 

(15）引当金 

 過去の事象の結果として現在の債務(法的債務又は推定的債務)を有しており、当該債務を決済するために経

済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能である場合に引

当金を認識しております。貨幣の時間価値の影響が重要な場合には、当該引当金は負債の決済に必要と予想さ

れる支出額の現在価値で測定しております。現在価値は、貨幣の時間的価値とその負債に特有なリスクを反映

した税引前割引率を用いて計算しております。時間の経過による影響を反映した引当金の増加額は、金融費用

として認識しております。

（資産除去債務） 

 当社グループが使用する賃借建物等に対する原状回復義務及び固定資産に関連する有害物質の除去に備え、

過去の実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は主に１年以上経過した

後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。 

 

（訴訟損失引当金） 

 訴訟提起により発生しうる損害賠償等の損失に係る引当金は、訴訟提起されており、外部の第三者に対して

損害賠償等を支払わなければならない可能性が高い場合に、当該損害賠償等による損失見積額を認識しており

ます。

 

（事業損失引当金）

 事業の清算に伴う損失に備えるため、当該損失の見込額を計上しております。事業損失引当金は、詳細な公

式計画を有し、かつ計画の実施や公表を通じて、影響を受ける関係者に当該事業清算が確実に実施されると予

期させた時点で認識しております。

 

(16）顧客との契約から生じる収益 

 当社グループでは、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、

その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。

 

① ステップ１：顧客との契約を識別する 

② ステップ２：契約における履行義務を識別する 

③ ステップ３：取引価額を算定する 

④ ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する 

⑤ ステップ５：企業の履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する 

 

 当社グループは、主に即席めん、チルドめん、冷凍めんを主とするめん類の製造販売を中核に、菓子、乳

酸菌飲料の販売を行っており、このような製品販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に

対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識

しております。 

 また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額

で測定しております。 

 

(17）政府補助金 

 政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領することについて合理的な保証が

得られた場合に公正価値で認識しております。

 補助金が有形固定資産の取得に関連する場合には、当該補助金は資産の取得原価から控除しております。 
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(18）法人所得税 

 法人所得税費用は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、その他の包括利益又は資本

に直接認識される項目から生じる場合、及び企業結合から生じる場合を除き、純損益として認識しておりま

す。 

① 当期税金費用 

 当期の課税所得について納付すべき税額で測定しております。これらの税額は期末日において制定済み、

又は実質的に制定されている税率に基づき算定しております。 

 

② 繰延税金費用 

 繰延法人所得税は、期末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基

づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金や繰越税額控除のよう

な将来の税務申告において税負担を軽減させるものについて、それらを回収できる課税所得が生じる可能性

の高い範囲内で認識しております。一方、繰延税金負債は、原則として将来加算一時差異に対して全額を認

識しております。 

 ただし、次の一時差異に係る繰延税金資産及び負債は認識しておりません。 

・のれんから生じる一時差異 

・会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引（企業結合取引を除く）によって発生する

資産及び負債の当初の認識により生じる一時差異 

 連結子会社及び関連会社への投資に関する将来加算一時差異に係る繰延税金負債は、一時差異の解消時期

を当社がコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合には認識

しておりません。 

 また、連結子会社及び関連会社への投資に関する将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、予測可能な将

来の期間に当該一時差異が解消し、かつ、当該一時差異からの便益を利用できる十分な課税所得が生じる可

能性が高い範囲でのみ認識しております。

 繰延税金資産及び負債は、期末日において制定され、または実質的に制定されている法令に基づき、関連

する一時差異が解消される時に適用されると予想される税率を使用して算定しております。

 繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、か

つ、法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、又は異なる納税主体に課さ

れているもののこれらの納税主体が当期税金資産及び負債を純額ベースで決済することを意図している場

合、もしくはこれら税金資産及び負債が同時に実現する予定である場合に相殺しております。

 

 なお、四半期における法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

 

(19）資本 

① 普通株式 

 普通株式は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上しております。普通株式の発行に係る付随費用は、

税効果控除後の金額にて資本金及び資本剰余金から控除しております。 

 

② 自己株式 

 自己株式を取得した場合には、取得に直接関連して発生したコストを含めた支払対価を資本から控除して

おります。自己株式を処分した場合には、受取対価と自己株式の帳簿価額との差額を資本として処理してお

ります。 

 

(20）１株当たり四半期利益 

 基本的１株当たり四半期利益は、親会社の普通株主に帰属する四半期利益を、その期間の自己株式を調整し

た発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しております。希薄化後１株当たり四半期利益は、希薄化効

果を有するすべての潜在株式の影響を調整して計算しております。 

 

- 28 -



４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 

 IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の

金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。

 見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。見積りの変更による影響は、見積りを変更した

期間及び将来の期間において認識しています。なお、これらの見積り及び仮定に関する不確実性により、将来の

期間において資産または負債の帳簿価額に対して重要な修正が求められる結果となる可能性があります。

 

 当社グループが行った、要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、次

のとおりであります。 

・金融商品に関する事項（注記「３.重要な会計方針（４）金融商品」及び注記「10．金融商品」）

・非金融資産の減損（注記「３．重要な会計方針（11）非金融資産の減損」）

・繰延税金資産の回収可能性（注記「３．重要な会計方針（18）法人所得税」）

・引当金の会計処理と評価（注記「３．重要な会計方針（15）引当金」）

・確定給付制度債務の測定（注記「３．重要な会計方針（13）従業員給付」）

・有形固定資産及び無形資産の耐用年数及び残存価額の見積り（注記「３．重要な会計方針（７）有形固定資

産、（９）のれん及び無形資産」）

 

５．事業セグメント 

(1）報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。

 当社グループは、持株会社制を採り、国内６事業会社、海外４地域を戦略プラットフォームとして即席めん

事業を中心に展開し、「日清食品」「明星食品」「低温事業」「米州地域」「中国地域」を報告セグメントと

しております。「日清食品」「明星食品」「米州地域」「中国地域」は主として即席袋めん及びカップめんを

製造販売し、「低温事業」はチルド製品及び冷凍製品を製造販売しております。

 

(2）セグメント収益及び業績 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「３．重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

ります。

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実

勢価格に基づいております。 
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前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

（単位：百万円） 
 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

要約四半
期連結財
務諸表計
上額 
（注）３ 

  日清食品 明星食品 低温事業 米州地域 中国地域 計 

売上収益                    

外部顧客への売上収益 42,895 7,373 13,350 13,355 8,707 85,682 15,655 101,337 － 101,337 

セグメント間の内部売上収

益又は振替高 
175 1,234 349 1 27 1,788 6,807 8,596 △8,596 － 

計 43,070 8,607 13,699 13,357 8,734 87,470 22,463 109,933 △8,596 101,337 

セグメント利益 

（営業利益） 
5,631 627 639 1,073 664 8,636 1,483 10,119 △1,263 8,856 

金融収益 － － － － － － － － － 854 

金融費用 － － － － － － － － － 110 

税引前四半期利益 － － － － － － － － － 9,599 

その他の項目                    

減価償却費 1,434 364 191 368 451 2,809 1,246 4,056 72 4,128 

持分法による投資損益 － － － － － － 740 740 － 740 

資本的支出 11,051 906 354 790 1,479 14,584 2,770 17,354 － 17,354 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内の菓子事業、飲料事業等並

びに欧州地域、アジア地域を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△1,263百万円には、セグメント間取引消去等△96百万円、グループ関連費用

△1,166百万円が含まれております。

３ セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

（単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 合計 
調整額 

（注）２ 

要約四半
期連結財
務諸表計
上額 
（注）３ 

  日清食品 明星食品 低温事業 米州地域 中国地域 計 

売上収益                    

外部顧客への売上収益 43,142 8,129 13,654 13,099 9,230 87,256 16,142 103,399 － 103,399 

セグメント間の内部売上収

益又は振替高 
226 1,461 90 2 252 2,034 7,123 9,157 △9,157 － 

計 43,369 9,590 13,744 13,102 9,483 89,290 23,265 112,556 △9,157 103,399 

セグメント利益又は損失(△) 

（営業利益又は損失(△)） 
5,875 752 665 △311 414 7,396 6,869 14,266 △1,433 12,833 

金融収益 － － － － － － － － － 918 

金融費用 － － － － － － － － － 286 

税引前四半期利益 － － － － － － － － － 13,465 

その他の項目                    

減価償却費 1,556 389 201 425 521 3,094 1,369 4,464 59 4,524 

持分法による投資損益 － － － － － － 822 822 － 822 

資本的支出 16,901 313 521 625 822 19,184 1,742 20,927 － 20,927 

 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内の菓子事業、飲料事業等並

びに欧州地域、アジア地域を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,433百万円には、セグメント間取引消去等△126百万円、グループ

関連費用△1,306百万円が含まれております。

３ セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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６．売却目的で保有する非流動資産 

 売却目的で保有する非流動資産及び売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債の内訳は以下のとおり

であります。 

（単位：百万円） 
 

 
移行日 

（2017年４月１日） 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（2018年６月30日） 

売却目的で保有する非流動資産      

有形固定資産 － 0 －

投資不動産 － 3,513 －

合計 － 3,514 －

売却目的で保有する非流動資産に 

直接関連する負債 
     

預り金 － 143 －

合計 － 143 －

 
 前連結会計年度における売却目的で保有する非流動資産は、その他事業において、所有の東京都武蔵野市所在

の吉祥寺明星ビルの土地及び建物等の売却を意思決定したことから、当該資産を売却目的保有に分類したもので

あります。 

 当該資産については、当第１四半期連結会計期間中に売却が完了し、売却益5,214百万円を要約四半期連結損

益計算書の「その他の収益」に計上しております。 

 

 

７．配当金 

 配当金の支払額は以下のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

決議日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2017年６月28日 

定時株主総会 
4,684 45 2017年３月31日 2017年６月29日 

 

当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日） 

決議日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2018年６月27日 

定時株主総会 
4,686 45 2018年３月31日 2018年６月28日 
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８．売上収益 

売上収益の分解 

 当社の報告セグメントにおける、製品または地域セグメントごとの売上収益は以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

報告セグメント 売上収益セグメント

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

  至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

  至 2018年６月30日） 

日清食品

即席めん 39,804 40,183

その他 3,091 2,959

合計 42,895 43,142

明星食品

即席めん 7,240 7,967

チルド・冷凍 133 162

合計 7,373 8,129

低温事業

チルド・冷凍 13,011 13,609

その他 339 45

合計 13,350 13,654

米州地域

即席めん 13,014 12,715

チルド・冷凍 341 384

合計 13,355 13,099

中国地域

香港 4,213 4,374

中国 4,494 4,856

合計 8,707 9,230

その他

即席めん 3,484 4,155

菓子・飲料 11,034 10,943

その他 1,137 1,044

合計 15,655 16,142

要約四半期連結財務諸表計上額 101,337 103,399
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９．１株当たり四半期利益 

(1）基本的１株当たり四半期利益 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 6,353 8,271

期中平均普通株式数（百株） 1,040,993 1,041,355

基本的１株当たり四半期利益（円） 61.03 79.43

 

(2）希薄化後１株当たり四半期利益 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 6,353 8,271

四半期利益調整額 － －

希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期

利益（百万円） 
6,353 8,271

期中平均普通株式数（百株） 1,040,993 1,041,355

新株予約権に係る調整株数（百株） 5,043 5,235

希薄化後の期中平均普通株式数（百株） 1,046,036 1,046,590

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 60.74 79.04

希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり四半期

利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

 

 

10．金融商品 

金融商品の公正価値 

(1）公正価値の算定方法 

 当社グループの主な金融資産及び負債の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。 

(a）株式 

 上場株式は、取引所の価格を公正価値としております。

 非上場株式は、簿価純資産法、マルチプル法及び収益還元法を併用して評価しております。マルチプル法

では、対象企業の類似上場企業を選定し、当該類似企業の株式指標を用いて公正価値を算定しております。

収益還元法では、対象企業の株主資本コストを収益還元率とし、対象企業の収益額から公正価値を算出して

おります。

 

(b）投資信託・債券 

 投資信託及び債券は、取引金融機関から提示された公正価値に基づいて算定しております。 

 

(c）デリバティブ資産及び負債 

 デリバティブ資産及び負債は、取引金融機関から提示された公正価値に基づいて算定しております。 

 

(d）借入金 

 変動金利による借入金は、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額とほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額を公正価値としております。

 固定金利による借入金は、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で元利金の合計額を割り引く方

法により、公正価値を算定しております。
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(2）経常的に公正価値で測定される金融商品 

 公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価

値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。 

 

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整） 

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値 

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値 

 

① 公正価値のヒエラルキー 

 公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。 

 

移行日（2017年４月１日）                           （単位：百万円） 
 

  レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産：        

デリバティブ資産 － － － － 

株式 78,739 － 3,323 82,062

投資信託 5,968 673 － 6,642

債券 － 4,116 － 4,116

合計 84,708 4,789 3,323 92,821

金融負債：        

デリバティブ負債 － 10 － 10

合計 － 10 － 10

 

前連結会計年度（2018年３月31日）                       （単位：百万円） 
 

  レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産：        

デリバティブ資産 － 0 － 0 

株式 88,828 － 3,026 91,854

投資信託 130 395 － 525

債券 － 4,171 － 4,171

合計 88,958 4,567 3,026 96,551

金融負債：        

デリバティブ負債 － 60 － 60

合計 － 60 － 60
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当第１四半期連結会計期間（2018年６月30日）                  （単位：百万円） 
 

  レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産：        

デリバティブ資産 － 12 － 12 

株式 88,573 － 3,035 91,609

投資信託 134 397 － 531

債券 － 4,774 － 4,774

合計 88,707 5,183 3,035 96,926

金融負債：        

デリバティブ負債 － 7 － 7

合計 － 7 － 7

 

 各年度において、レベル１、２及び３の間の移動はありません。レベル３に分類された金融資産の期首

残高から期末残高への調整表は、以下のとおりであります。

（単位：百万円） 
 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 2017年４月１日 
至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 2018年４月１日 
至 2018年６月30日） 

期首残高 3,323 3,026

利得及び損失合計    

その他の包括利益（注） 8 9

購入 118 － 

売却 △1 － 

期末残高 3,448 3,035

（注） その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、報告日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産に関するものであります。これらの利得及び損失は、要約四半期連結包括利益計算書のその他の包括

利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれております。 

 

 なお、レベル３に分類された金融商品については、適切な権限者に承認された評価方針及び手続きに従い、

評価者が各対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。
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(3）償却原価で測定される金融商品 

 償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 
 

 

移行日 
（2017年４月１日） 

前連結会計年度 
（2018年３月31日） 

当第１四半期 
連結会計期間 

（2018年６月30日） 

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 

金融負債            

長期借入金（注） 18,123 18,173 17,611 17,655 18,120 18,159

合計 18,123 18,173 17,611 17,655 18,120 18,159

（注） １年以内返済予定の残高を含んでおり、借入金の公正価値の測定レベルはレベル３に分類しております。 

 長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。 

 

 

11．コミットメント 

 決算日以降の支出に関する重要なコミットメントは以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
移行日 

（2017年４月１日） 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 

当第１四半期連結会計
期間 

（2018年６月30日） 

有形固定資産の購入 3,681 27,262 10,913

 

 

12．後発事象 

 該当事項はありません。 

 

 

13．初度適用

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間からIFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表を開示しておりま

す。日本基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は2018年３月31日に終了する連結会計年度に関するもの

であり、IFRSへの移行日は2017年４月１日であります。 

(1）IFRS第１号の免除規定 

 IFRSでは、IFRSを初めて適用する会社（以下、初度適用企業）に対して、原則として、IFRSで要求される基

準を遡及して適用することを求めております。ただし、IFRS第１号では、IFRSで要求される基準の一部につい

て強制的に免除規定を適用しなければならないものと任意に免除規定を適用するものを定めております。これ

らの規定の適用に基づく影響は、IFRS移行日において利益剰余金、またはその他の資本の構成要素で調整して

おります。当社グループが日本基準からIFRSへ移行するにあたり、採用した免除規定は次のとおりでありま

す。 

・企業結合 

 初度適用企業は、IFRS移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第３号「企業結合」（以下、IFRS第３

号）を遡及適用しないことを選択することが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、

移行日前に行われた企業結合に対して、IFRS第３号を遡及適用しないことを選択しております。この結果、移

行日前の企業結合から生じたのれんの額については、日本基準に基づく移行日時点での帳簿価額によっており

ます。 

 なお、のれんについては、減損の兆候の有無に関わらず、移行日時点で減損テストを実施しております。 
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・みなし原価 

 IFRS第１号では、有形固定資産、投資不動産及び無形資産にIFRS移行日現在の公正価値を当該日現在のみな

し原価として使用することが認められております。当社グループは、一部の有形固定資産について、移行日現

在の公正価値を当該日におけるIFRS上のみなし原価として使用しております。 

 

・在外営業活動体の換算差額 

 IFRS第１号では、IFRS移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択すること

が認められております。当社グループは、在外営業活動体の換算差額の累計額を移行日現在でゼロとみなすこ

とを選択しております。 

 

・株式に基づく報酬 

 IFRS第１号では、2002年11月７日以後に付与され、IFRS移行日より前に権利確定した株式報酬に対して、

IFRS第２号を適用することを奨励しておりますが、要求はされておりません。当社グループは、移行日より前

に権利確定した株式報酬に対しては、IFRS第２号を適用しないことを選択しております。

 

・リース 

 IFRS第１号では、初度適用企業は、契約にリースが含まれているか否かの評価をIFRS移行日時点で判断する

ことが認められております。当社グループは、当該免除規定を適用し、移行日時点で存在する事実と状況に基

づいて、契約にリースが含まれているかを判断しております。 

 

・以前に認識した金融商品の指定 

 IFRS第１号では、IFRS第９号「金融商品」（以下、IFRS第９号）における分類について、当初認識時点で存

在する事実及び状況ではなく、移行日時点の事実及び状況に基づき判断することが認められております。ま

た、移行日時点に存在する事実及び状況に基づき資本性金融商品の公正価値の変動をその他の包括利益を通じ

て測定する金融資産として指定することが認められております。 

 当社グループは、IFRS第９号における分類について、移行日時点で存在する事実及び状況に基づき判断を行

っており、一部の資本性金融商品についてその他の包括利益を通じて測定する金融資産として指定しておりま

す。 

 

・IFRS第15号の経過措置の適用

 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」では、初度適用企業に対して、最初の報告期間の期首現在で完

了している契約及び期首以前に条件変更された契約については修正再表示しないことが認められています。当

社グループは、当該実務上の便法を適用し、最初の報告期間の期首である2018年４月１日現在完了している契

約及び同日よりも前に条件変更された契約については修正再表示を行っていません。

 なお、当該便法の適用による連結財政状態計算書及び連結損益計算書に与える影響に重要性はありません。

 

(2）IFRS第１号の強制的な例外規定 

 IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「ヘッジ会計」、「非支配持

分」、「金融資産の分類及び測定」及び「金融資産の減損」について、IFRSの遡及適用を禁止しております。

当社はこれらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。 
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(3）調整表 

 IFRSの初度適用において開示が求められる調整表は以下のとおりであります。 

 なお、調整表の「決算日変更の影響」には当社と決算日が異なっていた子会社の決算日を統一したことによ

る影響を、「表示組替」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼさない項目を、「認識及び測定の差異」に

は利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼす項目を含めて表示しております。 

 

2017年４月１日（IFRS移行日）現在の資本に対する調整 

（単位：百万円） 

日本基準表示科目 日本基準 
決算日変更
の影響 

表示組替 
認識及び
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部             資産 

流動資産             流動資産 

現金及び預金 70,919 △826 △3,356 － 66,737 (1) 現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 

貸倒引当金 
64,905 △270 2,697 △229 67,101 (2)(3)

営業債権及びその他の

債権 

有価証券 1,155 △64 3,364 － 4,455 (1)(4) その他の金融資産 

商品及び製品 

原材料及び貯蔵品 
28,907 △69 － 185 29,023

(3)(5)

(9)
棚卸資産 

  － － 244 － 244 (7) 未収法人所得税 

その他 6,849 59 △2,902 － 4,006 (2) その他の流動資産 

流動資産合計 172,737 △1,170 46 △44 171,569   流動資産合計 

固定資産             非流動資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具、器具及び備品 

土地 

リース資産 

建設仮勘定 

その他 

188,013 339 △10,940 △14,156 163,256
(8)(9)

(10) 
有形固定資産 

  － － 10,940 － 10,940 (8) 投資不動産 

無形固定資産 

のれん 

その他 

 

44,070

 

△0

 

△941

 

△33,001

 

10,128

 

(11)

 

のれん及び無形資産 

投資その他の資産 

 投資有価証券 

 出資金 

 長期貸付金 

121,837 1 △28,364 △802 92,671 (4) その他の金融資産 

  － － 29,373 － 29,373 (12)
持分法で会計処理され
ている投資 

 繰延税金資産 7,270 △9 － 2,915 10,177 (6) 繰延税金資産 

 退職給付に係る資産 335 － △335 － － (13)
その他の非流動資産 

 その他 3,046 △11 145 △148 3,032 (19)

 貸倒引当金 △132 － 132 － －    

固定資産合計 364,442 320 9 △45,192 319,580   非流動資産合計 

資産合計 537,180 △850 56 △45,236 491,149   資産合計 
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（単位：百万円） 

日本基準表示科目 日本基準 
決算日変更
の影響 

表示組替 
認識及び
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

              負債及び資本 

負債の部             負債 

流動負債             流動負債 

支払手形及び買掛金 

未払金 
90,919 △364 180 1,109 91,845 (14) 営業債務及びその他の

債務 

短期借入金 18,450 △48 2,544 － 20,946 (15) 借入金

リース債務 449 △3 － 10 456 (16) その他の金融負債 

未払法人税等 7,926 △94 △853 － 6,978 (17) 未払法人所得税 

その他 18,101 △22 △1,815 2,359 18,623 (18) その他の流動負債 

流動負債合計 135,847 △533 56 3,480 138,850   流動負債合計 

固定負債             非流動負債 

長期借入金 15,867 △256 － － 15,611   借入金 

リース債務 2,863 △6 451 － 3,307 (16) その他の金融負債 

資産除去債務 55 － 272 － 328   引当金 

繰延税金負債 18,631 － － △4,402 14,229 (6) 繰延税金負債 

退職給付に係る負債 7,346 4 － △1,996 5,354 (19) 退職給付に係る負債 

その他 3,051 △32 △724 － 2,294   その他の非流動負債 

固定負債合計 47,815 △290 － △6,398 41,125   非流動負債合計 

負債合計 183,662 △824 56 △2,918 179,976   負債合計 

純資産の部             資本 

資本金 25,122 － － － 25,122   資本金 

資本剰余金 49,823 － － － 49,823   資本剰余金 

利益剰余金 308,074 110 － △50,242 257,942 (21) 利益剰余金 

自己株式 △58,190 － － － △58,190   自己株式 

その他の包括利益累計

額 

新株予約権 

17,853 △182 － 8,012 25,684 (20)
その他の資本の構成要

素 

  342,684 △72 － △42,229 300,382   親会社の所有者に帰属
する持分合計 

非支配株主持分 10,833 46 － △89 10,790   非支配持分 

純資産合計 353,517 △26 － △42,318 311,173   資本合計 

負債純資産合計 537,180 △850 56 △45,236 491,149   負債及び資本合計 
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2017年６月30日（前第１四半期連結会計期間）現在の資本に対する調整 

（単位：百万円） 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部           資産 

流動資産           流動資産 

現金及び預金 57,441 △1,937 － 55,503 (1) 現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 

貸倒引当金 
58,376 2,415 △206 60,585 (2)(3)

営業債権及びその他の

債権 

有価証券 1,154 1,945 － 3,100 (1)(4) その他の金融資産 

商品及び製品 

原材料及び貯蔵品 
30,562 △14 147 30,696 (3)(5)(9) 棚卸資産 

  － 492 － 492 (7) 未収法人所得税 

その他 9,147 △2,926 △592 5,628 (2) その他の流動資産 

  156,683 △25 △651 156,006   (小計） 

  － 1,275 － 1,275 (9) 売却目的で保有する非
流動資産 

流動資産合計 156,683 1,249 △651 157,281   流動資産合計 

固定資産           非流動資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具、器具及び備品 

土地 

リース資産 

建設仮勘定 

その他 

200,611 △12,192 △14,158 174,261
(8)(9)

(10)
有形固定資産 

  － 10,931 － 10,931 (8) 投資不動産 

無形固定資産 

のれん 

その他 

41,312 △626 △31,108 9,578 (11) のれん及び無形資産 

投資その他の資産 

投資有価証券 

出資金 

長期貸付金 

126,686 △28,575 △801 97,309 (4) その他の金融資産 

  － 29,645 227 29,873 (12) 持分法で会計処理され
ている投資 

繰延税金資産 7,366 － 2,757 10,123 (6) 繰延税金資産 

退職給付に係る資産 311 △311 － － (13)  

その他 2,458 △254 △149 2,053 (19) その他の非流動資産 

貸倒引当金 △133 133 － －    

固定資産合計 378,614 △1,249 △43,233 334,131   非流動資産合計 

資産合計 535,297 － △43,884 491,413   資産合計 
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（単位：百万円） 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

            負債及び資本 

負債の部           負債 

流動負債           流動負債 

支払手形及び買掛金 

未払金 
87,129 2,732 210 90,071 (14)

営業債務及びその他の

債務 

短期借入金 20,852 3,191 － 24,043 (15) 借入金

リース債務 471 － 10 481 (16) その他の金融負債 

未払法人税等 4,127 △343 － 3,784 (17) 未払法人所得税 

その他 17,860 △5,580 2,363 14,644 (18) その他の流動負債 

流動負債合計 130,441 － 2,584 133,026   流動負債合計 

固定負債           非流動負債 

長期借入金 14,556 － － 14,556   借入金 

リース債務 2,804 451 － 3,255 (16) その他の金融負債 

資産除去債務 78 241 － 319   引当金 

繰延税金負債 19,841 － △4,442 15,398 (6) 繰延税金負債 

退職給付に係る負債 7,290 － △1,878 5,411 (19) 退職給付に係る負債 

その他 2,934 △692 － 2,241   その他の非流動負債 

固定負債合計 47,505 － △6,321 41,183   非流動負債合計 

負債合計 177,947 － △3,737 174,209   負債合計 

純資産の部           資本 

資本金 25,122 － － 25,122   資本金 

資本剰余金 49,818 － － 49,818   資本剰余金 

利益剰余金 309,241 － △49,580 259,661 (21) 利益剰余金 

自己株式 △58,149 － － △58,149   自己株式 

その他の包括利益累計

額 

新株予約権 

19,607 － 9,522 29,129 (20) その他の資本の構成要
素 

  345,640 － △40,057 305,582   親会社の所有者に帰属
する持分合計 

非支配株主持分 11,710 － △89 11,621   非支配持分 

純資産合計 357,350 － △40,147 317,203   資本合計 

負債純資産合計 535,297 － △43,884 491,413   負債及び資本合計 
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2018年３月31日（前連結会計年度）現在の資本に対する調整 

（単位：百万円） 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部           資産 

流動資産           流動資産 

現金及び預金 56,131 △6,510 － 49,620 (1) 現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 

貸倒引当金 
68,734 4,035 △231 72,538 (2)(3) 営業債権及びその他の債権 

有価証券 51 6,518 － 6,569 (1)(4) その他の金融資産 

商品及び製品 

原材料及び貯蔵品 
29,432 － 184 29,616

(3)(5)

(9)
棚卸資産 

  － 1,567 － 1,567 (7) 未収法人所得税 

その他 11,113 △5,491 4 5,626 (2) その他の流動資産 

  165,464 118 △42 165,539   (小計) 

  － 3,514 － 3,514 (9) 売却目的で保有する非流動
資産 

流動資産合計 165,464 3,633 △42 169,054   流動資産合計 

固定資産           非流動資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具、器具及び備品 

土地 

リース資産 

建設仮勘定 

その他 

214,071 △10,739 △15,111 188,219
(8)(9)

(10)
有形固定資産 

  － 7,225 － 7,225 (8) 投資不動産 

無形固定資産 

のれん 

その他 

 

37,264

 

△909

 

△28,099

 

8,256

 

(11)

 

のれん及び無形資産 

投資その他の資産 

 投資有価証券 

 出資金 

 長期貸付金 

139,362 △41,904 540 97,998 (4) その他の金融資産 

  － 43,047 910 43,957 (12)
持分法で会計処理されてい
る投資 

 繰延税金資産 9,351 － 2,698 12,050 (6) 繰延税金資産 

 退職給付に係る資産 405 △405 － － (13)
その他の非流動資産 

 その他 3,199 △953 △280 1,964 (19) 

 貸倒引当金 △1,006 1,006 － －    

固定資産合計 402,647 △3,633 △39,342 359,672   非流動資産合計 

資産合計 568,111 － △39,385 528,726   資産合計 
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（単位：百万円）

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の 
差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

            負債及び資本 

負債の部           負債 

流動負債           流動負債 

支払手形及び買掛金 

未払金 
98,844 1,787 1,130 101,762 (14) 営業債務及びその他の債

務 

短期借入金 3,235 3,465 － 6,701 (15) 借入金

リース債務 481 51 8 541 (16) その他の金融負債 

未払法人税等 5,886 △671 － 5,214 (17) 未払法人所得税 

その他 22,267 △5,822 2,768 19,213 (18) その他の流動負債 

  － 1,188 － 1,188   引当金 

  130,715 － 3,907 134,622   (小計) 

  － 143 － 143   売却目的で保有する非流動
資産に直接関連する負債 

流動負債合計 130,715 143 3,907 134,766   流動負債合計 

固定負債           非流動負債 

長期借入金 14,146 － － 14,146   借入金 

リース債務 2,523 318 － 2,841 (16) その他の金融負債 

資産除去債務 78 192 － 270   引当金 

繰延税金負債 20,311 － △3,321 16,989 (6) 繰延税金負債 

退職給付に係る負債 5,461 － △1,323 4,138 (19) 退職給付に係る負債 

その他 3,099 △654 － 2,445   その他の非流動負債 

固定負債合計 45,620 △143 △4,645 40,831   非流動負債合計 

負債合計 176,335 － △737 175,597   負債合計 

純資産の部           資本 

資本金 25,122 － － 25,122   資本金 

資本剰余金 51,218 － － 51,218   資本剰余金 

利益剰余金 327,996 － △47,912 280,083 (21) 利益剰余金 

自己株式 △58,002 － － △58,002   自己株式 

その他の包括利益累計
額 

新株予約権 

21,971 － 9,382 31,353 (20) その他の資本の構成要素 

  368,306 － △38,530 329,776   親会社の所有者に帰属す
る持分合計 

非支配株主持分 23,470 － △117 23,352   非支配持分 

純資産合計 391,776 － △38,647 353,128   資本合計 

負債純資産合計 568,111 － △39,385 528,726   負債及び資本合計 
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資本に対する調整に関する注記 

(1）現金及び預金の振替 

（表示組替） 

 日本基準では「現金及び預金」に含めていた預入期間が３ヶ月超の定期預金及び担保に供する定期預金に

ついては、IFRSでは「その他の金融資産（流動）」に振り替えております。また、日本基準では「有価証

券」に含めていた取得日から３ヶ月以内に償還期限が到来する有価証券については、IFRSでは「現金及び現

金同等物」に振り替えて表示しております。 

 

(2）営業債権及びその他の債権の振替 

（表示組替） 

 日本基準では区分掲記している「受取手形及び売掛金」「貸倒引当金」及び流動資産の「その他」に含め

ていた未収入金については、IFRSでは「営業債権及びその他の債権」に振り替えて表示しております。 

 

(3）収益認識時点の変更に伴う営業債権及び棚卸資産の調整 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準では出荷基準により認識していた物品販売取引について、IFRSでは物品の引渡時点で収益認識す

るように変更したため、「営業債権及びその他の債権」及び「棚卸資産」を調整しております。 

 

(4）その他の金融資産の振替及び調整 

（表示組替） 

 日本基準では流動資産の「その他」に含めていたデリバティブ資産については、IFRSでは「その他の金融

資産（流動）」に振り替えて表示しております。 

 日本基準では区分掲記している「投資有価証券」「出資金」「長期貸付金」「貸倒引当金」及び「投資そ

の他の資産」において「その他」に含めていたデリバティブ資産について、IFRSでは「その他の金融資産

（非流動）」に振り替えて表示しております。 

 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準では特定の要件を満たす場合、金利スワップについて特例処理を適用しておりましたが、IFRSで

は公正価値で測定するため、「その他金融資産（流動）」を調整しております。 

 また、日本基準では、市場性のない資本性金融商品については取得原価を基礎として計上し、必要により

発行会社の財政状態の悪化に応じて減損処理を行っておりました。IFRSでは、これらの資本性金融商品につ

いて、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産として指定しており、公正価値で測定され

た変動額をその他の包括利益として認識し、認識を中止した場合又は公正価値が著しく低下した場合には利

益剰余金に振り替えております。 

 

(5）棚卸資産の振替 

（表示組替） 

 日本基準では区分掲記している「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」については、IFRSでは「棚卸資

産」として表示しております。 

 

(6）繰延税金資産及び繰延税金負債の調整 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準からIFRSへの調整に伴い一時差異が発生したこと等により、「繰延税金資産」及び「繰延税金負

債」を調整しております。 

 

(7）未収法人所得税の振替 

（表示組替） 

 日本基準では流動資産の「その他」に含めていた未収還付法人税については、IFRSでは「未収法人所得

税」に振り替えて表示しております。 
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(8）投資不動産の振替 

（表示組替） 

 IFRSの表示規定に基づき、「投資不動産」を「有形固定資産」から振り替えて表示しております。 

 

(9）売却目的で保有する非流動資産の振替 

（表示組替） 

 IFRSの表示規定に基づき、「売却目的で保有する非流動資産」を「有形固定資産」から振り替えて表示し

ております。 

 

(10）有形固定資産の計上額の調整 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準では費用処理していた不動産取得税等について、IFRSでは資産計上したことにより有形固定資産

が増加しております。 

 一部の有形固定資産について、移行日時点の公正価値をみなし原価としていることから、有形固定資産が

減少しております。みなし原価を適用した有形固定資産の日本基準の帳簿価額（土地の再評価額振戻後）は

39,744百万円であり、公正価値は19,555百万円であります。 

 

(11）のれんの計上額の調整 

（認識及び測定の差異） 

 移行日において、のれんを含む資金生成単位グループについて減損テストを実施した結果、米州地域セグ

メントに属するブラジル事業に係るのれん及び無形資産について、当初想定していた将来キャッシュ・フロ

ーが見込まれなくなったことから、33,001百万円の減損損失を認識し、利益剰余金から減額しております。 

 回収可能価額は使用価値により測定しており、18,426百万円であります。使用価値は、過去の経験と外部

の情報を反映して作成され、経営者により承認された事業計画と成長率を基礎としたキャッシュ・フローの

見積額を現在価値に割り引いております。成長率は、資金生成単位が属する市場のインフレ率等を参考にし

て決定しております。使用価値の算定に使用した割引率は、14.3％であります。 

 

(12）持分法で会計処理されている投資の計上額の振替 

（表示組替） 

 日本基準では「投資有価証券」に含めていた「持分法で会計処理されている投資」について、IFRSでは区

分掲記しております。 

 

(13）その他の非流動資産の振替 

（表示組替） 

 日本基準では区分掲記している「退職給付に係る資産」については、IFRSでは「その他の非流動資産」と

して表示しております。 

 

(14）営業債務及びその他の債務の振替及び調整 

（表示組替） 

 日本基準では区分掲記している「支払手形及び買掛金」「未払金」（リベート未払金を除く）及び流動負

債の「その他」に含めていた未払費用については、IFRSでは「営業債務及びその他の債務」に振り替えて表

示しております。 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準では納税通知書等に基づき計上していた固定資産税等の賦課金について、IFRSでは支払義務が発

生した時点で支払見込額を認識しているため、「営業債務及びその他の債務」が増加しております。 

 

(15）借入金の振替 

（表示組替） 

 日本基準では流動負債の「その他」に含めていた一年内返済予定長期借入金について、IFRSでは「借入金

（流動）」に振り替えて表示しております。 
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(16）その他の金融負債の振替 

（表示組替） 

 日本基準では流動負債の「リース債務」及び「その他」に含まれる金融負債、固定負債の「リース債務」

について、それぞれIFRSでは「その他の金融負債（流動）」及び「その他の金融負債（非流動）」に振り替

えて表示しております。 

 

(17）未払法人所得税の振替 

（表示組替） 

 日本基準では「未払法人税等」に含まれる未払の外形標準事業税等について、IFRSでは「その他の流動負

債」に振り替えて表示しております。 

 

(18）その他の流動負債の振替及び調整 

（表示組替） 

 日本基準では「未払金」に含まれるリベート未払金について、IFRSでは「その他の流動負債」に振り替え

て表示しております。 

 

（認識及び測定の差異） 

 日本基準では認識していない未消化の有給休暇について、IFRSでは負債の認識を行っているため、 

「その他の流動負債」が増加しております。 

 

(19）従業員給付の調整 

（認識及び測定の差異） 

 当社グループは、日本基準では数理計算上の差異について、発生時にその他の包括利益で認識し、翌年度

に一括して費用処理しておりましたが、IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益で認識し、

直ちに利益剰余金に振り替えております。 

 また、日本基準とIFRSの間で割引率等の数理計算上の仮定の相違が存在するため、IAS第19号に基づき年

金数理計算を実施し、退職給付に係る負債及び資産を調整しております。 

 

(20）その他の資本の構成要素に対する調整 

（認識及び測定の差異） 

① 初度適用に際して、IFRS第１号に規定されている免除規定を選択し、移行日における累積換算差額を全

て利益剰余金に振り替えております。 

② 日本基準では、「市場性のない金融商品」については取得原価を基礎として計上し、必要により発行会

社の財政状態の悪化に応じて減損処理を行っておりました。IFRSでは、これらの資本性金融商品につい

て、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産として指定しているため、「その他の資

本の構成要素」が移行日時点において270百万円増加しております。 

③ 一部の土地について、日本基準では「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34

号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき再評価を行っておりましたが、IFRSでは当該再評価を振戻しております。この結果、「その他の

資本の構成要素」が移行日時点において6,382百万円増加しております。 

④ 日本基準では金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しておりまし

たが、IFRSでは金利スワップを公正価値で測定しており、「その他の資本の構成要素」が移行日時点に

おいて７百万円減少しております。 
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(21）利益剰余金に対する調整 

（単位：百万円） 

 
移行日 

（2017年４月１日） 

前第１四半期 
連結会計期間 

（2017年６月30日） 

前連結会計年度 
（2018年３月31日） 

 営業債権及び棚卸資産に関する調整 △39 △47 △47

のれん及び無形資産の計上額に関する調整 

有形固定資産に関する調整 

△32,081

△16,474 

△31,439

△16,504

△29,413

△15,994

有給休暇債務に関する調整 △1,619 △1,619 △1,908

退職給付会計に関する調整 1,483 1,526 1,962

繰延税金資産の回収可能性に関する調整 399 399 ―

在外子会社に係る累積換算差額の振替 △1,403 △1,403 △1,403

賦課金に関する調整 △756 △550 △770

その他 249 59 △337

合計 △50,242 △49,580 △47,912
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前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）の損益及び包括利益に対する調整 

（単位：百万円） 
 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び
測定の差
異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

売上高 119,045 △17,733 25 101,337 (1) 売上収益 

売上原価 65,166 － △178 64,987 (6) 売上原価 

売上総利益 53,878 △17,733 204 36,349   売上総利益 

  － 708 － 708 (5) その他の収益 

販売費及び一般管理費 46,757 △17,684 △324 28,748
(1)(2)

(6)
販売費及び一般管理費 

  － 193 － 193 (5) その他の費用 

  － 517 223 740 (3)(5) 持分法による投資利益 

営業利益 7,121 983 751 8,856   営業利益 

営業外収益 1,625 △1,625 － － (8)  

営業外費用 197 △197 － － (8)  

特別利益 632 △454 △177 － (8)  

特別損失 167 △106 △60 － (8)  

  － 854 － 854 (5) 金融収益 

  － 110 － 110 (5) 金融費用 

税金等調整前四半期純利益 9,014 △49 634 9,599   税引前四半期利益 

法人税等 3,187 △49 34 3,172 (7) 法人所得税費用 

四半期純利益 5,826 － 600 6,427   四半期利益 

その他の包括利益           その他の包括利益 

            純損益に振り替えられるこ
とのない項目 

その他有価証券評価差額金 3,022 － 106 3,129 (8)
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する資
本性金融資産 

退職給付に係る調整額 △63 － 63 － (4) 確定給付制度の再測定 

  － － 62 62  
持分法適用会社における
その他の包括利益に対す
る持分 

  2,959 － 233 3,192  
純損益に振り替えられる
ことのない項目合計 

            純損益に振り替えられる可
能性のある項目 

  － － 0 0  
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する負
債性金融資産 

繰延ヘッジ損益 2 － 0 2  
キャッシュ・フロー・ヘ

ッジ 

為替換算調整勘定 △1,840 － 1,617 △223  
在外営業活動体の換算差
額 

持分法適用会社に対する持
分相当額 

312 － △64 247  
持分法適用会社における
その他の包括利益に対す
る持分 

  △1,525 － 1,553 27   純損益に振り替えられる
可能性のある項目合計 

その他の包括利益合計 1,433 － 1,786 3,220   税引後その他の包括利益 

四半期包括利益 7,260 － 2,387 9,647   四半期包括利益 
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前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）の損益及び包括利益に対する調整 

（単位：百万円） 
 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び
測定の差
異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

売上高 516,400 △75,489 △1 440,909 (1) 売上収益 

売上原価 282,271 － 565 282,837 (6) 売上原価 

売上総利益 234,128 △75,489 △566 158,072   売上総利益 

  － 7,448 146 7,594 (5) その他の収益 

販売費及び一般管理費 200,016 △75,338 △955 123,722
(1)(2)

(6)
販売費及び一般管理費 

  － 9,241 1,096 10,338 (5) その他の費用 

  － 2,680 889 3,569 (3)(5) 持分法による投資利益 

営業利益 34,112 735 327 35,175   営業利益 

営業外収益 7,855 △6,984 △870 － (8)  

営業外費用 1,378 △1,378 － － (8)  

特別利益 6,808 △5,715 △1,093 － (8)  

特別損失 9,872 △8,454 △1,418 － (8)  

  － 2,568 － 2,568 (5) 金融収益 

  － 590 － 590 (5) 金融費用 

税金等調整前当期純利益 37,525 △154 △217 37,153   税引前利益 

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 
8,406 △154 △217 8,035 (7) 法人所得税費用 

当期純利益 29,118 － △0 29,117   当期利益 

その他の包括利益           その他の包括利益 

            純損益に振り替えられるこ
とのない項目 

その他有価証券評価差額金 7,405 － 1,500 8,905 (8)
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する資
本性金融資産 

退職給付に係る調整額 881 － 179 1,060 (4) 確定給付制度の再測定 

  － － 220 220  
持分法適用会社における
その他の包括利益に対す
る持分 

土地再評価差額金 998 － △998 －    

  9,285 － 901 10,186   純損益に振り替えられる
ことのない項目合計 

           
純損益に振り替えられる可
能性のある項目 

  － － 6 6  
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する負
債性金融資産 

繰延ヘッジ損益 △35 － 1 △34   キャッシュ・フロー・ヘ
ッジ 

為替換算調整勘定 △6,061 － 3,259 △2,802   在外営業活動体の換算差
額 

持分法適用会社に対する 

持分相当額 
931 － △226 704  

持分法適用会社における
その他の包括利益に対す
る持分 

  △5,166 － 3,040 △2,126   純損益に振り替えられる
可能性のある項目合計 

その他の包括利益合計 4,118 － 3,941 8,060   税引後その他の包括利益 

包括利益 33,236 － 3,941 37,178   当期包括利益 
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損益及び包括利益に対する調整に関する注記 

(1）売上収益に係る調整 

 日本基準では出荷基準により認識していた物品販売取引について、IFRSでは物品の引渡時点で収益認識す

るように変更しております。また、日本基準では一部のリベート等を「販売費及び一般管理費」に表示して

おりましたが、IFRSでは「売上収益」から控除して表示しております。 

 

(2）のれんの計上額の調整 

 日本基準では、のれんは、実質的に償却年数を見積もり、その年数で償却することとしておりましたが、

IFRSでは移行日以降の償却を停止し、毎期減損テストを実施しています。

 

(3）持分法で会計処理されている投資の計上額の調整 

 日本基準では、関連会社に対するのれんは、その効果が発現すると認められる期間で償却し持分法による

投資損益として認識しておりましたが、IFRSでは、移行日以降、のれんの償却を行っておりません。

 

(4）数理計算上の差異に対する調整 

 当社グループは、日本基準では数理計算上の差異について、発生時にその他の包括利益で認識し、翌年度

に一括して費用処理しておりましたが、IFRSでは数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益として認識

し、直ちに利益剰余金に振り替えております。

 

(5）表示科目に対する調整 

 日本基準では「営業外収益」、「営業外費用」、「特別利益」及び「特別損失」に表示していた項目を、

IFRSでは財務関係損益については「金融収益」及び「金融費用」として計上し、それ以外の項目について

は、「その他の収益」、「その他の費用」及び「持分法による投資利益」等に表示しております。 

 

(6）未消化の有給休暇の調整 

 日本基準では会計処理をしていなかった未消化の有給休暇について、IFRSでは人件費として認識しており

ます。 

 

(7）法人所得税費用の振替及び調整 

 日本基準では「法人税、住民税及び事業税」、「法人税等調整額」を区分掲記しておりましたが、IFRSで

は「法人所得税費用」として一括して表示しております。また、IFRSの適用に伴い、全ての繰延税金資産の

回収可能性を再検討しております。また、日本基準において、未実現損益の消去に伴う税効果について、売

却会社の実効税率を用いて算定しておりましたが、IFRSでは購入会社の実効税率を用いて算定しておりま

す。

 

(8）資本性金融商品の調整

 日本基準においては、資本性金融商品の売却損益及び減損損失を純損益としておりましたが、IFRSにおい

て、その他の包括利益を通じて公正価値で測定することを選択した資本性金融商品については、公正価値の

変動額をその他の包括利益として認識し、認識を中止した場合に利益剰余金に振り替えております。

 

キャッシュ・フローに対する調整 

 日本基準に基づいて開示されている連結キャッシュ・フロー計算書と、IFRSに基づいて開示されている連

結キャッシュ・フロー計算書に重要な差異はありません。 

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年８月７日

日清食品ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 津田 良洋      印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 原田  達       印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日清食品ホール
ディングス株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2018年４月１
日から2018年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る要約四半期
連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算
書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記につい
て四半期レビューを行った。 
 
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第
34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 
監査人の結論 
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報
告」に準拠して、日清食品ホールディングス株式会社及び連結子会社の2018年６月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。 
 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上
 
(注)１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

  ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
 



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年８月７日

【会社名】 日清食品ホールディングス株式会社

【英訳名】 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  安藤 宏基

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役・ＣＦＯ（グループ財務責任者）兼 常務執行役員 横山 之雄

【本店の所在の場所】

 

 

大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

（同所は、登記上の本店所在地であり、実際の業務は以下で行っておりま

す。）

東京都新宿区新宿六丁目28番１号

【縦覧に供する場所】 日清食品ホールディングス株式会社 東京本社

（東京都新宿区新宿六丁目28番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長・ＣＥＯ 安藤宏基及び当社最高財務責任者取締役・ＣＦＯ（グループ財務責任者）兼 常務執

行役員 横山之雄は、当社の第71期第１四半期(自2018年４月１日 至2018年６月30日)の四半期報告書の記載内容が

金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


